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早期事業再生のための登録制度の見直し及び株式会社産業再生機構関与案件に係る登録制度

の見直しに伴う「店頭売買有価証券の登録等に関する規則」（公正慣習規則第１号）等の一部

改正について 

 

平成１５年４月２８日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

１． 改正の趣旨 

 

（１）早期事業再生のための登録制度の見直し 

政府において「早期事業再生ガイドライン」（経済産業省）が制定されたが、これにより

事業再生の早期化が進み、登録銘柄が魅力ある投資対象として投資者から再評価されるこ

とを通じて、株式店頭市場の活性化に資することが期待され、今後、早期の事業再生に取

り組む店頭登録会社が増加することが予想される。そうした会社が事業再生の手段として

再建型の法的整理を行う場合には、株主権の完全な毀損を伴わず、したがって流通物件と

しての適格性を完全には喪失しないケースが生じることが想定されることから、店頭登録

会社が行う再建型の法的整理について、投資者保護に欠けることのないと認められる再建

計画を有し、かつ市場から一定の評価を受けられるときは、その発行する株券の登録を維

持することが可能となるよう登録取消基準を見直すとともに、再建型の私的整理について

も同様の仕組みに改めるなど、早期事業再生慣行の定着に備えるとともに、これを促進す

るために必要な登録制度の見直しを行うこととする。 

  

（２）株式会社産業再生機構関与案件に係る登録制度の見直し 

株式会社産業再生機構法案の成立を受け、今後、同機構を活用して事業再生に取り組む

店頭登録会社の出現も予想され、その際、大胆な財務再構築を伴う事業再生が行われるこ

と等により、順調に再生が進んでいるにもかかわらず、同機構の関与する再生の途上にお

いて登録取消基準に該当するといった場合も予想される。そこで、同機構の関与事案につ

いては、魅力ある投資対象として再生することを支援する観点から、過剰債務を解消する

ために一時的に債務超過となった場合でも直ちに登録取消しとならないよう、登録取消基

準における債務超過基準に特例を設けるなど、所要の見直しを行うこととする。 

  また、同機構の関与事案においては、合併等の事業再編を活用しながら再建することも

想定されるため、当該合併等により店頭登録会社が実質的な存続会社でなくなったと認め

られる場合であっても、登録適格性を確認するための一定の猶予期間を設けるなど、合併

等に係る登録制度についても併せて所要の整備を図ることとする。 
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２．改正の骨子 

 

（１）「店頭売買有価証券の登録等に関する規則」（公正慣習規則第１号）の一部改正 

・ 発行会社が人的分割を行うことにより登録取消しとなる場合で、その承継会社が発

行する株券を登録銘柄として新たに登録申請することを分割計画書又は分割契約書に

定める場合においては、当該承継会社の株券を簡易な登録手続きにより速やかに登録

させることができるものとする。          （第５条第２項第４号新設） 

・ 発行会社が法律の規定による会社の破産、再生手続、更生手続若しくは整理を必要

とするに至ったとき又はこれに準ずる状態となったときであっても、本協会が適当と

認める再建計画の開示を行った場合であって、かつ、当該再建計画を開示した日の翌

日から１か月間の登録銘柄の時価総額について５億円以上を維持するときには、登録

取消しとしないこととする。              （第 11 条第２項第 11 号） 

・ 再建計画等の審査は、すべての申請会員からの連名による申請に基づき行うものと

する。                          （第 11 条の２新設） 

・ 株式会社産業再生機構が再生支援をする会社について、簡易な登録手続きにより登

録することができる登録基準の特例を新設する。        （第 29 条の３新設） 

・ 株式会社産業再生機構が再生支援をする会社について、債務超過に係る登録取消基

準の特例を新設する。                   （第 29 条の４新設） 

・ 株式会社産業再生機構が再生支援をする会社について、不適当な合併等に係る登録

取消基準の特例を新設する。                （第 29 条の５新設） 

・ その他所要の整備を図る。 

 

（２）「『店頭売買有価証券の登録等に関する規則』に関する細則」の一部改正 

 ・ 規則第 11 条第２項第８号ただし書に規定する「本協会が適当と認める場合」である

かどうかの審査のために発行会社が提出する書類の規定を新設する。 

                        （第 12 条第３項イ(ｲ)乃至(ﾊ)新設） 

・ 規則第 11 条第２項第 11 号に規定する破産、再生手続、更生手続又は整理の取扱い

について新設する。                   （第 12 条第５項新設） 

・ 規則第 11 条第２項第 12 号に規定する営業活動又は事業活動の停止の取扱いについ

て新設する。                      （第 12 条第６項新設） 

・ 株式会社産業再生機構が再生支援をする会社について、債務超過に係る登録取消基

準の特例の取扱いを新設する。               （第 16 条の２新設） 

・ 株式会社産業再生機構が再生支援をする会社について、不適当な合併等に係る登録

取消基準の特例の取扱いを新設する。            （第 16 条の３新設） 

・ その他所要の整備を図る。 
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（３）「登録銘柄の信用取引に関する細則」の一部改正 

 ・ 所要の整備を図る。 

 

（４）「店頭売買有価証券の発行会社における会社情報の適時開示等に関する規則」（公正

慣習規則第１号の３）の一部改正 

   ・ 株式会社産業再生機構が債権の買取り等を決定していない発行会社であって、再

生支援を決定している場合には、債権の買取り等に係る決定を行うまでの間、開示

情報監視銘柄に指定する。            （第 19 条第１項第５号新設） 

・ その他所要の整備を図る。 

 

（５）「『店頭売買有価証券の発行会社における会社情報の適時開示等に関する規則』に関

する細則」の一部改正 

・ 所要の整備を図る。 

 

（６）「『店頭売買有価証券の登録等に関する規則』（公正慣習規則第１号）等の規則の取

扱いについて」（理事会決議）の一部改正 

  ・ 会社の分割により承継される営業に係る財務計算に関する書類に対する意見表明

に係る基準を新設する。                   （別添３新設） 

  ・ 譲受又は譲渡の対象となる部門に係る財務計算に関する書類に対する意見表明に

係る基準を新設する。                    （別添４新設） 

  ・ 会社の分割により承継される営業及び譲受又は譲渡の対象となる部門の財務計算

に関する書類の作成基準を新設する。             （別添５新設） 

  ・ 所要の整備を図る。 

 

 

３．施行の時期 

・ この改正は、平成 15 年５月８日から施行する。 

 

 

以  上 
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「店頭売買有価証券の登録等に関する規則」（公正慣習規則第１号）の一部改正について 

 

平成１５年４月２８日 

（ 下 線 部 分 変 更 ）  

新 旧 

  

（登録の審査） 

第 ４ 条  （ 現行どおり ） 

（登録の審査） 

第 ４ 条  （ 省   略 ） 

２ 前項に規定する審査事項に関わらず、登録

申請会社が合併又は株式交換若しくは株式移

転により新たに設立される持株会社（「私的独

占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」

（昭和 22 年法律第 54 号）第９条第３項に規

定する持株会社、その他これに準ずるものと

して本協会が適当と認める会社をいう。以下

同じ。）又は人的分割（分割する会社の株主に

対し、分割に際して発行する株式の全部又は

一部の割当てを行う会社の分割をいう。以下

同じ。）により、その営業を承継する会社であ

って、かつ、当該合併又は株式交換若しくは

株式移転又は会社の分割が行われる前の会社

が登録銘柄の発行会社（複数を含む。）である

場合には、当該登録銘柄の発行会社の主たる

事業活動の実質的な存続性その他本協会が必

要と認める事項を審査事項とする。 

２ 前項に規定する審査事項に関わらず、登録

申請会社が合併又は株式交換若しくは株式移

転により新たに設立される持株会社（「私的独

占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」

（昭和 22 年法律第 54 号）第９条第３項に規

定する持株会社、その他これに準ずるものと

して本協会が適当と認める会社をいう。以下

同じ。）であって、かつ、当該合併又は株式交

換若しくは株式移転が行われる前の会社が登

録銘柄の発行会社（複数を含む。）である場合

には、当該登録銘柄の発行会社の主たる事業

活動の実質的な存続性その他本協会が必要と

認める事項を審査事項とする。 

 

 

 

 

３  （ 現行どおり ） 

４ （ 現行どおり ） 

 

３ （ 省   略 ） 

４ （ 省   略 ） 

（登録基準） 

第 ５ 条  （ 現行どおり ） 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当

し、本協会が登録銘柄として適当と認めるも

のについては適用しない。 

（登録基準） 

第 ５ 条  （ 省   略 ） 

２ 前項の規定は、次の各号のいずれかに該当

するものについては適用しない。 

 

１ （ 現行どおり ） １  （ 省   略 ） 

２ 登録銘柄が、その発行会社の合併により

登録取消しとなる場合であって、次のイ又

はロに該当するとき 

２ 登録銘柄が、その発行会社の合併により

登録取消しとなる場合であって、次のイ又

はロに該当するとき  

イ （ 現行どおり ） イ （ 省   略 ） 

ロ 登録銘柄の発行会社（複数の場合を含

む。）が登録銘柄の発行会社以外の会社と

合併する場合において、登録銘柄の発行

会社が実質的な存続会社であり、合併を

行った後の会社の状態が著しく悪化しな

いと本協会が認めたとき 

ロ 登録銘柄の発行会社（複数の場合を含

む。）が登録銘柄の発行会社以外の会社と

合併する場合において、登録銘柄の発行

会社が実質的な存続会社であると本協会

が認めたときで、合併を行った後の会社

の状態が著しく悪化することなく当該銘

柄を登録銘柄として適当であると本協会

が認めたとき 

３  （ 現行どおり ） ３  （ 省   略 ） 
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新 旧 

４ 登録銘柄の発行会社が人的分割を行うこ

とにより登録取消しとなり、その承継会社

が発行する株券を登録銘柄として新たに登

録申請することを分割計画書又は分割契約

書に定める場合において、当該承継会社が

実質的な存続会社であると本協会が認めた

ときで、当該承継会社の状態が著しく悪化

することなく当該承継会社の株券を登録銘

柄として適当であると本協会が認めたとき

（当該承継会社が登録銘柄の発行会社の主

たる営業を承継するものと本協会が認める

場合に限る。） 

  （ 新   設 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ （ 現行どおり ） 
 

３ （ 省   略 ） 

（登録取消基準） 

第 1 1  条   （ 現行どおり ） 
（登録取消基準） 

第 1 1  条    （ 省   略 ） 
２      （ 現行どおり ） ２       （ 省   略 ） 
１  １  

 ・ }    （ 現行どおり ） ・ ｝    （ 省   略 ） 
７ ７  
８ 発行会社が債務超過の状態となった場合

において、その後１か年以内に債務超過の

状態でなくならなかったとき。ただし、当

該発行会社が法律の規定に基づく再生手

続、更生手続若しくは整理又は私的整理に

関するガイドライン研究会による「私的整

理に関するガイドライン」に基づく整理を

行うことにより、当該１か年を経過した日

から１か年以内に債務超過の状態でなくな

ることを計画している場合（本協会が適当

と認める場合に限る。）には、債務超過の状

態となってから２か年以内に債務超過の状

態でなくならなかったとき。 

８ 発行会社が債務超過の状態となった場合

において、その後１か年以内に債務超過の

状態でなくならなかったとき。ただし、当

該発行会社が私的整理に関するガイドライ

ン研究会による「私的整理に関するガイド

ライン」に基づく整理を行うことにより当

該１か年を経過した日から１か年以内に債

務超過の状態でなくなることを計画してい

る場合（本協会が適当と認める場合に限

る。）には、債務超過の状態となってから２

か年以内に債務超過の状態でなくならなか

ったとき。 

９     （ 現行どおり ） ９    （ 省   略 ） 
10     （ 現行どおり ） 10     （ 省   略 ） 
11 発行会社が法律の規定による会社の破

産、再生手続、更生手続若しくは整理を必

要とするに至ったとき又はこれに準ずる状

態となったとき。この場合において、本協

会が適当と認める再建計画の開示を行った

場合には、当該再建計画を開示した日の翌

日から１か月間の登録銘柄の時価総額が５

億円以上とならないとき。 

11 発行会社が法律の規定による会社の破

産、再生手続、更生手続若しくは整理を必

要とするに至ったとき 

12 発行会社が営業活動若しくは事業活動を

停止したとき又はこれに準ずる状態になっ

たとき 

12 発行会社が営業活動を停止したとき又は

これに準ずる状態になったとき 

13  13   
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・ ｝   （ 現行どおり ） ・ ｝  （ 省   略 ） 
23  23   

３      （ 現行どおり ） ３     （ 省   略 ） 
４      （ 現行どおり ） 
 

４     （ 省   略 ） 

（再建計画等の審査に係る申請） 

第 11 条の２ 本協会は、前条第２項第 11 号に

定める本協会が適当と認める再建計画である

かどうか及び登録銘柄の時価総額の審査は、

当該登録銘柄のすべての申請会員からの連名

による申請に基づき行うものとする。 

 

（ 新   設 ） 

２ 前項の申請が行われなかった場合は、前条

第２項第11号前段に該当したものとみなす。 

（ 新   設 ） 

 
  

（店頭転換社債型新株予約権付社債の登録基

準） 

第 2 4  条   （ 現行どおり ） 

（店頭転換社債型新株予約権付社債の登録基

準） 

第 2 4  条   （ 省   略 ） 
２      （ 現行どおり ） ２      （ 省   略 ） 
３      （ 現行どおり ） ３      （ 省   略 ） 
１ 

・ ｝   （ 現行どおり ） 

５  

１ 

・ ｝   （ 省   略 ） 

５  
６ 登録銘柄の発行会社が他の非登録会社と

吸収分割を行う場合又は新設分割を行う場

合において、登録しようとする転換社債型

新株予約権付社債券が、当該登録銘柄の発

行会社の発行したものであり、かつ、当該

分割により当該登録しようとする転換社債

型新株予約権付社債券に係る義務を承継さ

せることにより登録取消しとなるものであ

って、当該義務を承継した非登録会社又は

新設会社の株券について当該分割前に登録

申請が行われたとき又は第５条第２項第４

号の適用を受けるとき 

次のイ及びロに適合していること 

イ   （ 現行どおり ） 

ロ   （ 現行どおり ） 

６ 登録銘柄の発行会社が他の非登録会社と

吸収分割を行う場合又は新設分割を行う場

合において、登録しようとする転換社債型

新株予約権付社債券が、当該登録銘柄の発

行会社の発行したものであり、かつ、当該

分割により当該登録しようとする転換社債

型新株予約権付社債券に係る義務を承継さ

せることにより登録取消しとなるものであ

って、当該義務を承継した非登録会社又は

新設会社の株券について当該分割前に登録

申請が行われたとき 

次のイ及びロに適合していること 

イ   （ 省   略 ） 

ロ   （ 省   略 ） 

４     （ 現行どおり ） ４    （ 省   略 ） 
 

第４章の２ 株式会社産業再生機構が再生支援

をする会社が発行する株券に関する登録基準及

び登録取消基準の特例 

（ 新   設 ） 

  
（登録基準及び登録取消基準の特例が適用され

る株券） 

第 29 条の２ 株式会社産業再生機構（以下

「産業再生機構」という。）が支援決定（株式

会社産業再生機構法（平成 15 年法律第 27

        
 

（ 新   設 ） 
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号）第22条第３項に定める支援決定をいう。

以下同じ。）を行った会社（支援決定が行われ

た後、当該決定が撤回されることとなった会

社又は当該会社の債務に係る買取決定（株式

会社産業再生機構法第25条第１項に定める買

取決定をいう。以下同じ。）が行われないこと

となった会社を除く。以下「被支援会社」と

いう。）の発行する株券については、本章の規

定を適用する。 
 
（登録基準の特例） 
第 29 条の３ 第５条第１項の規定は、次の各

号のいずれかに該当し、本協会が登録銘柄とし

て適当と認めるものについては適用しない。 

 
（ 新   設 ） 

１ 被支援会社である登録銘柄の発行会社

が、合併による解散により登録取消しとな

る場合における当該合併に係る新設会社及

び存続会社の株券（実質的な存続会社であ

ると本協会が認めるときに限る。） 

 

２ 被支援会社である登録銘柄の発行会社

が、株式交換又は株式移転により他の会社

の完全子会社となる場合又は他の方法によ

り、これに準ずる状態となる場合における

当該他の会社の株券（実質的な存続会社で

あると本協会が認めるときに限る。） 

 

３ 被支援会社である登録銘柄の発行会社

が、人的分割を行うことにより登録取消し

となり、その承継会社が発行する株券を新

たに登録銘柄として登録申請することを分

割計画書又は分割契約書に定める場合にお

ける当該承継会社の株券（実質的な存続会

社であると本協会が認めるときに限る。） 
 

 

（債務超過に係る登録取消基準の特例） 
第 29 条の４ 被支援会社である登録銘柄の発

行会社が発行する株券についての第 11 条第２

項第８号の規定の適用については、同号を次の

とおりとする。 

 
（ 新   設 ） 

８ 発行会社が債務超過の状態となった場合

において、１か年以内に債務超過の状態で

なくならなかったとき（当該発行会社が、

産業再生機構による支援決定に基づく事業

の再生を行うことにより、当該１か年を経

過した日から１か年以内（当該期間が産業

再生機構による買取決定を公表した日から

３か年以内に開始する事業年度の末日以前

に終了するときに限る。）に債務超過の状態

でなくなることを計画している場合（本協
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会が適当と認める場合に限る。）にあって

は、１か年以内に債務超過の状態でなくな

らなかったときで、かつ、産業再生機構に

よる当該発行会社の債務に係る買取決定が

行われないことが確認できたとき。）。ただ

し、当該発行会社が次のイからハまでのい

ずれかに掲げる事項を行うことにより、当

該１か年を経過した日から１か年以内（ハ

に掲げる事項を行う場合にあっては、当該

期間が産業再生機構による買取決定を公表

した日から３か年以内に開始する事業年度

の末日以前に終了するときに限る。）に債務

超過の状態でなくなることを計画している

場合（本協会が適当と認める場合に限る。）

には、債務超過の状態となってから２か年

以内に債務超過の状態でなくならなかった

とき 
イ 法律に基づく会社の再生手続、更生手

続又は整理 

 

ロ 私的整理に関するガイドライン研究会

による「私的整理に関するガイドライ

ン」に基づく整理 

 

ハ 産業再生機構による支援決定に基づく

事業の再生 

 

  
（不適当な合併等に係る登録取消基準の特例） 
第 29 条の５ 被支援会社である登録銘柄の発

行会社が発行する株券についての第 11 条第２

項第 13 号の規定の適用については、同号を次

のとおりとする。 

 
（ 新   設 ） 

13 次のイ又はロに掲げる場合において、当

該イ又はロに該当すると本協会が認めたと

き 

 

イ 登録銘柄の発行会社が他の登録銘柄の

発行会社以外の発行会社（以下「非登録

会社」という。）の吸収合併又はこれに

類するものとして本協会が定める行為

（以下このイにおいて「吸収合併等」と

いう。）を行った場合 

  当該登録銘柄の発行会社が実質的な存

続会社でなくなったと本協会が認めた場

合において、当該登録銘柄の発行会社

（吸収合併等の前においては、当事者で

ある非登録会社として本協会が認める者

をいう。）の発行する株券が３か年以内

に登録銘柄として適当でないと認められ

るとき 

 

ロ 会社が第 29条の３の規定の適用を受け  
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て登録した場合（当事者がすべて登録銘

柄の発行会社である場合を除く。） 

  当該会社について第29 条の３に定める

登録銘柄の発行会社が実質的な存続会社

でないと本協会が認めた場合において、

当該会社（同条に該当する前において

は、当事者である非登録会社として本協

会が認める者をいう。）の発行する株券

が３か年以内に登録銘柄として適当でな

いと認められるとき 

２ 前項の規定が適用される被支援会社である

登録銘柄の発行会社が発行する株券について

は、第11条第２項第14号の規定を適用しな

い。 

 

  
（不適当な合併等に係る手続き） 

第 29 条の６ 本協会は、前条第１項に規定す

る登録銘柄として適当であるかどうかの手続

きについては、登録銘柄のすべての申請会員

からの連名による申請に基づき行うものとす

る。この場合において、当該申請は、第３

条、第４条及び第５条の規定に準じて行うも

のとする。 

 

（ 新   設 ） 

２ 前項の申請が行われなかった場合は、前条

第１項の規定において読み替えて適用する第

11条第２項第13号に該当したものとみなす。 

（ 新   設 ） 

 

 
  
  

付   則  
  

この改正は、平成 15 年５月８日から施行す

る。 
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（ 下 線 部 分 変 更 ）  

新 旧 

  

（登録申請に関する特例） 

第 ２ 条の２（ 現行どおり ） 

（登録申請に関する特例） 

第 ２ 条の２（ 省   略 ） 

２ 会員は、登録申請会社が登録銘柄の発行会

社又は証取法第２条第 15 項に規定する取引所

有価証券市場の上場株券の発行会社が行う人

的分割によりその営業を承継する会社（当該

登録申請会社の主たる営業が承継されるもの

に限る。）であって登録日を分割期日とすると

きは、分割当事会社が行う当該分割に係る株

主総会（株主総会の承認を得ないこととする

場合にあっては、取締役会決議（委員会等設

置会社にあっては、執行役の決定を含む。））

以降速やかに申請することとする。 
 

 

 

 

２ 会員は、登録申請会社が登録銘柄の発行会

社又は証取法第２条第 15 項に規定する取引所

有価証券市場の上場株券の発行会社が行う会

社の分割（分割により発行する株式を分割会

社の株主又は分割会社の株主及び分割会社に

割り当てる新設分割及び吸収分割をいう。）に

よりその営業を承継する会社（当該登録申請

会社の主たる営業が承継されるものに限る。）

であって登録日を分割期日とするときは、分

割当事会社が行う当該分割に係る株主総会

（株主総会の承認を得ないこととする場合に

あっては、取締役会決議（委員会等設置会社

にあっては、執行役の決定を含む。））以降速

やかに申請することとする。 
 

（登録基準の取扱い） 

第 ４ 条 （ 現行どおり ） 
（登録基準の取扱い） 

第 ４ 条 （ 省   略 ） 
２ 規則第５条に規定する登録基準の取扱い

は、次によるものとする。 

１ 

 } （ 現行どおり ） 

６  

２ 規則第５条に規定する登録基準の取扱い

は、次によるものとする。 

１ 

 } （ 省   略 ） 

６  

７ 監査報告書等の添付 

登録申請会社が、継続開示会社の分割及

び営業又は事業の譲受又は譲渡（以下「分

割等」という。）により営業を承継する会社

（当該登録申請会社の主たる営業が承継さ

れるものに限る。）であって、直前事業年度

及び直前事業年度の前事業年度（規則第５

条第１項第１号(５)ただし書きの適用を受

けることとなる場合にあっては最近３事業

年度）において分割等を行っている場合

は、登録申請会社の当該期間に係る連結財

務諸表等に監査報告書（規則第５条第１項

第１号(５)に規定する監査報告書をいう。）

のほか、分割等の前における承継される営

業に係る財務計算に関する書類（本協会が

別に定める「部門財務情報の作成基準」に

基づき作成するものをいう。）に公認会計士

又は監査法人による意見表明のための報告

７ 監査報告書等の添付 

登録申請会社が、継続開示会社の分割に

より営業を承継する会社（当該登録申請会

社の主たる営業が承継されるものに限る。）

であって、直前事業年度及び直前事業年度

の前事業年度（規則第５条第１項第１号

(５)ただし書きの適用を受けることとなる

場合にあっては最近３事業年度）において

分割が行われた場合は、登録申請会社の当

該期間に係る連結財務諸表等に監査報告書

（規則第５条第１項第１号(５)に規定する

監査報告書をいう。）のほか、分割前におけ

る承継される営業に係る連結財務情報等に

公認会計士又は監査法人による意見表明の

ための報告書（本協会が別に定める基準に

基づき公認会計士又は監査法人が作成する

報告書をいい、以下「意見表明のための報

告書」という。）が添付されていることを要 
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書（本協会が別に定める基準に基づき公認

会計士又は監査法人が作成する報告書をい

い、以下「意見表明のための報告書」とい

う。）が添付されていることを要するものと

する。 

するものとする。 

８ 

 } （ 現行どおり ）  

14 

８ 

 } （ 省   略 ） 

14 

３ 

 } （ 現行どおり ）  

５ 

 

３ 

 } （ 省   略 ） 

５ 

 

（登録料等の額等の取扱い） 

第 ９ 条 規則第９条第１項に規定する登録銘

柄の登録料及び登録管理料については、次の

各号に定めるところによる。 

１ 金額 

イ 登録料  600万円（ただし、規則第５

条第２項第１号に規定する場合にあって

は 150 万円とし、規則第５条第２項第２

号、第３号及び４号に規定する場合にあ

っては300万円とする。） 

（登録料等の額等の取扱い） 

第 ９ 条 規則第９条第１項に規定する登録銘

柄の登録料及び登録管理料については、次の

各号に定めるところによる。 

１ 金額 

イ 登録料  600万円（ただし、規則第５

条第２項第１号に規定する場合にあって

は 150 万円とし、規則第５条第２項第２

号及び第３号に規定する場合にあっては

300万円とする。） 

ロ  （ 現行どおり ） ロ （ 省   略 ） 

２ （ 現行どおり ） 

３ （ 現行どおり ） 

 ２ （ 省   略 ） 

３ （ 省   略 ） 

２ （ 現行どおり ） 

 

２ （ 省   略 ） 

（登録取消しの取扱い） 

第 1 2  条  （ 現行どおり ） 
（登録取消しについての取扱い） 

第 1 2  条   （ 省   略 ） 
２     （ 現行どおり ） ２      （ 省   略 ） 
３     （ 現行どおり ） ３      （ 省   略 ） 
１    （ 現行どおり ） １     （ 省   略 ） 

２    （ 現行どおり ） ２     （ 省   略 ） 

３ 規則第 11 条第２項第８号ただし書に規

定する「本協会が適当と認める場合」であ

るかどうかの審査は、猶予期間の最終日の

属する連結会計年度（当該発行会社が連結

財務諸表を作成すべき会社でない場合に

は、事業年度）に係る決算の内容が「店頭

売買有価証券の発行会社における会社情報

の適時開示等に関する規則」（公正慣習規

則第１号の３）（以下「開示規則」とい

う。）第５条第１項第１号イの規定に基づ

き開示されるまでの間において、再建計画

（規則第 11 条第２項第８号ただし書に規

定する１か年以内に債務超過の状態でなく

なるための経営計画を含む。）を公表して

３ 規則第 11 条第２項第８号ただし書に規

定する「本協会が適当と認める場合」であ

るかどうかの審査は、猶予期間の最終日の

属する連結会計年度（当該発行会社が連結

財務諸表を作成すべき会社でない場合に

は、事業年度）に係る決算の内容が「店頭

売買有価証券の発行会社における会社情報

の適時開示等に関する規則」（公正慣習規

則第１号の３）（以下「開示規則」とい

う。）第５条第１項第１号イの規定に基づ

き開示されるまでの間において、再建計画

（規則第 11 条第２項第８号ただし書に規

定する１か年以内に債務超過の状態でなく

なるための経営計画を含む。）を公表して
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いる当該発行会社を対象とし、当該発行会

社が提出する当該再建計画並びに次のイ及

びロに規定する書類に基づき行うものとす

る。 

いる当該発行会社を対象とし、当該発行会

社が提出する当該再建計画並びに次のイ及

びロに規定する書類に基づき行うものとす

る。 

イ 次の(ｲ)から(ﾊ)までの区分に従い、当

該(ｲ)から(ﾊ)までに規定する書面 

イ 当該再建計画が、私的整理に関するガ

イドライン研究会による「私的整理に関

するガイドライン」にしたがって成立し

たものであることについて債権者が記載

した書面 

(ｲ) 法律の規定に基づく再生手続又は更

生手続を行う場合 

  当該再建計画が、再生計画又は更生

計画として裁判所の認可を得ているも

のであることを証する書面 

（ 新   設 ） 

(ﾛ) 法律の規定に基づく整理を行う場合 

  当該再建計画が、整理計画として債

権者の合意又は裁判所の実行命令を得

ているものであることを証する書面 

（ 新   設 ） 

(ﾊ) 私的整理に関するガイドライン研究

会による「私的整理に関するガイドラ

イン」に基づく整理を行う場合 

  当該再建計画が、当該ガイドライン

にしたがって成立したものであること

について債権者が記載した書面 

（ 新   設 ） 

ロ   （ 現行どおり ） ロ   （ 省   略 ） 

４    （ 現行どおり ） ４    （ 省   略 ） 

５    （ 現行どおり ） ５    （ 省   略 ） 

４     （ 現行どおり ） ４     （ 省   略 ） 

１  

・ ｝  （ 現行どおり ） 

４ 

１  

・ ｝  （ 省   略 ） 

４ 

５ 規則第 11 条第２項第 11 号に規定する破

産、再生手続、更生手続又は整理の取扱い

は、次の各号によるものとする。 

（ 新   設 ） 

１ 規則第 11 条第２項第 11 号に規定する

「発行会社が法律の規定に基づく会社の破

産、再生手続、更生手続若しくは整理を必

要とするに至った場合」とは、発行会社

が、法律に規定する破産、再生手続、更生

手続又は整理の原因があることにより、破

産、再生手続、更生手続又は整理を必要と

判断した場合をいう。 

 

２ 規則第 11 条第２項第 11 号に規定する

「これに準ずる状態になった場合」には、

次のイからハまでに掲げる場合を含むもの

とし、この場合には当該イからハまでに定

める日に同号前段に該当するものとして取
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り扱う。 

イ 発行会社が債務超過又は支払不能に陥

り又は陥るおそれがあるときなどで再建

を目的としない法律に基づかない整理を

行う場合 

  当該発行会社から当該整理を行うこと

についての書面による報告を受けた日 

 

ロ 発行会社が、債務超過又は支払不能に

陥り又は陥るおそれがあることなどによ

り営業活動の継続について困難である旨

又は断念する旨を取締役会等において決

議又は決定した場合であって、営業若し

くは事業の全部若しくは大部分の譲渡又

は解散について株主総会に付議すること

の取締役会決議を行った場合 

  当該発行会社から当該営業若しくは事

業の譲渡又は解散に関する取締役会決議

についての書面による報告を受けた日

（営業又は事業の大部分の譲渡の場合に

は、当該営業又は事業の譲渡が営業又は

事業の大部分の譲渡であると本協会が認

めた日） 

 

ハ 発行会社が、財政状態の改善のため

に、債権者による債務の免除又は第三者

による債務の引受若しくは弁済に関する

合意を当該債権者又は第三者と行った場

合（当該債務の免除の額又は債務の引受

若しくは弁済の額が最近事業年度の末日

における債務の総額の100分の10に相当

する額以上である場合に限る。） 

  当該発行会社から当該合意を行ったこ

とについての書面による報告を受けた日 

 

３ 規則第 11 条第２項第 11 号後段に規定す

る「本協会が適当と認める再建計画」とは

以下のイからハまでに該当するものをい

う。 

 

イ 次の(ｲ)から(ﾊ)までに定める場合に従

い、当該(ｲ)から(ﾊ)までに定める事項に

該当すること 

 

(ｲ) 発行会社が法律の規定に基づく再生

手続又は更生手続を必要とするに至っ

た場合 

  当該再建計画が、再生計画又は更生

計画として裁判所の認可を得られる見

込みのあるものであること 

 

(ﾛ) 発行会社が法律の規定に基づく整理

を必要とするに至った場合 
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  当該再建計画が、整理計画として債

権者又は第三者の合意を得ているもの

であること 

(ﾊ) 発行会社が前号ハに規定する合意を

行った場合 

  当該再建計画が、前号ハに規定する

債権者又は第三者の合意を得ているも

のであること 

 

ロ 当該再建計画に次の(ｲ)及び(ﾛ)に定め

る事項が記載されていること 

 

(ｲ) 当該登録銘柄の全部を消却するもの

でないこと 

 

(ﾛ) 前イの(ｲ)若しくは(ﾛ)に規定する見

込みがある旨及びその理由又は(ﾊ)に規

定する合意がなされていること及びそ

れを証する内容 

 

ハ 当該再建計画に登録取消しの原因とな

る事項が記載されていることなど登録銘

柄として不適当であると認める状況にな

いこと 

 

４ 規則第 11 条第２項第 11 号後段に規定す

る「登録銘柄の時価総額が５億円以上とな

らないとき」とは、同号後段に規定する１

か月間の平均時価総額（本協会が公表する

当該登録銘柄の日々の最終価格に、その日

の登録株式数（当該登録銘柄の発行会社が

株式分割又は株式併合を行う場合には、当

該株式分割又は株式併合に係る権利を受け

る者を確定させるための基準日又は株主名

簿閉鎖期間開始日の前日（以下「権利確定

日」という。）の３日前の日（権利確定日が

休業日に当たる場合には、権利確定日の４

日前の日）において、当該株式分割又は株

式併合により増減する株式数を加減するも

のとする。以下この号において同じ。）を乗

じて得た額の平均をいう。以下本項におい

て同じ。）又は当該１か月間の最終日の時価

総額（当該最終日における本協会が公表す

る当該登録銘柄の最終価格（当該最終価格

がないときは、直近の最終価格）に、当該

最終日における登録株式数を乗じて得た額

をいう。）が５億円以上でないときをいうも

のとする。 

 

５ 発行会社は、本協会が規則第 11 条第２項

第 11 号後段に規定する登録銘柄の時価総額

が５億円以上とならないかどうかの判断に

必要と認める場合には、審査対象となる１
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か月間における日々の登録株式数を記載し

た書面を当該１か月間の最終日の翌日に本

協会に提出しなければならない。 

６ 規則第 11 条第２項第 12 号に規定する営業

活動又は事業活動の停止の取扱いは、次の各

号によるものとする。 

（ 新   設 ） 

１ 規則第 11 条第２項第 12 号に規定する

「営業活動若しくは事業活動を停止した場

合」とは、発行会社及びその連結子会社の

営業活動又は事業活動が停止されたと本協

会が認めた場合をいうものとする。 

 

２ 規則第 11 条第２項第 12 号に規定する

「これに準ずる状態になった場合」には、

発行会社が合併又はその他の事由により解

散する場合を含むものとする。この場合に

おいて、次のイからハまでに掲げる日に同

号に該当するものとして取り扱う。 

 

イ 発行会社が、合併により解散する場合

のうち、次のいずれかに該当する場合

は、原則として合併期日（株券を提出す

べきものとする場合又は被合併会社株式

１株に対して１株を超える数の新株式が

割り当てられる場合（旧株券と新株券の

双方が登録されることとなる場合を除

く。）若しくは被合併会社株式１株に対し

て１株に満たない数の新株式が割り当て

られる場合には、新株式の割当てに係る

基準日の３日前（休業日を除外する。以

下日数計算について同じ。）の日（当該基

準日が休業日に当たる場合には、当該基

準日の４日前の日） 

 

(ｲ) 他の登録銘柄の発行会社に吸収合

併される場合 

 

(ﾛ) 第５条第２項第２号の規定の適用

を受け、同号イに規定する新設合併に

おける新設会社が発行者である株券又

は同号ロに規定する合併における登録

銘柄の発行会社が発行者である株券が

速やかに登録される見込みのある場合 

 

ロ 発行会社が、前イに規定する合併以外

の合併により解散する場合は、当該発行

会社から当該合併に関する株主総会の決

議についての書面による報告を受けた日 

 

ハ 発行会社が、前イ及び前ロに規定する

事由以外の事由により解散する場合（前

項第２号ロの規定の適用を受ける場合を

除く。）は、当該発行会社から当該解散の
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原因となる事由が発生した旨の書面によ

る報告を受けた日 

７     （ 現行どおり ） ５     （ 省   略 ） 

８     （ 現行どおり ） ６     （ 省   略 ） 

９     （ 現行どおり ） ７     （ 省   略 ） 

１ 次のいずれかに該当する場合は、原則と

して、株式交換又は株式移転に係る株券提

出期間満了の日の３日前の日（株券提出期

間満了の日が休業日に当たる場合には、株

券提出期間満了の日の４日前の日） 

１ 次のいずれかに該当する場合は、株式交

換又は株式移転に係る株券提出期間満了の

日の３日前の日（株券提出期間満了の日が

休業日に当たる場合には、株券提出期間満

了の日の４日前の日） 

イ  

・ ｝   （ 現行どおり ） 

ハ 

イ  

・ ｝  （ 省   略 ） 

ハ 

２     （ 現行どおり ） 

 

２     （ 省   略 ） 

（債務超過に係る登録取消基準の特例の取扱

い） 

第 16 条の２ 第 12条第３項の規定は、規則第

29 条の４の適用を受ける登録銘柄の発行会社

が発行する当該登録銘柄について準用する。

この場合において、第 12 条第３項第３号の

規定の適用については、次のとおりとする。 

 

 

（ 新   設 ） 

 

３ 規則第 29 条の４において読み替えて適

用する規則第 11 条第２項第８号に規定す

る「本協会が適当と認める場合」に適合す

るかどうかの審査は、次のイ及びロに定め

るところによる。 

 

イ 次のロの規定は、規則第 29 条の４に

おいて読み替えて適用する規則第 11 条

第２項第８号本文に規定する「本協会が

適当と認める場合」に適合するかどうか

の審査の場合に準用する。この場合にお

いて、「第８号ただし書」とあるのは

「第８号本文」と、「「１か年以内（ハ

に掲げる事項を行う場合にあっては、当

該期間が産業再生機構による買取決定を

公表した日から３か年以内に開始する事

業年度の末日以前に限る。）」とあるのは

「「１か年以内（当該期間が産業再生機

構による買取決定の日から３か年以内に

開始する事業年度の末日以前に終了する

ときに限る。）」と、「買取決定があった

ことを証する書面」とあるのは「支援決

定があったことを証する書面」と読み替

えるものとし、(ｲ)のａからｃまでの規

定は適用しない。 

 

ロ 規則第 29 条の４において読み替えて  
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適用する規則第 11 条第２項第８号ただ

し書に規定する「本協会が適当と認める

場合」に適合するかどうかの審査は、猶

予期間の最終日の属する連結会計年度

（発行会社が連結財務諸表を作成すべき

会社でない場合には事業年度）に係る決

算の内容を「店頭売買有価証券の発行会

社における会社情報の適時開示等に関す

る規則」（公正慣習規則第１号の３）（以

下「開示規則」という。）第５条第１項

第１号イの定めるところにより開示する

までの間において、再建計画（規則第 29

条の４において読み替えて適用する規則

第 11 条第２項第８号ただし書に規定す

る「１か年以内（ハに掲げる事項を行う

場合にあっては、当該期間が産業再生機

構による買取決定を公表した日から３か

年以内に開始する事業年度の末日以前に

終了するときに限る。）に債務超過の状

態でなくなる」ための経営計画を含

む。）を公表している発行会社を対象と

し、発行会社が提出する当該再建計画並

びに次の(ｲ)及び(ﾛ)に定める書類に基づ

き行うものとする。 
(ｲ) 次のａからｄまでの区分に従い、当

該ａからｄまでに規定する書面 

 

ａ 法律の規定に基づく会社の再生手

続又は更生手続を行う場合 

  当該再建計画が、再生計画又は更

生計画として裁判所の認可を得てい

るものであることを証する書面 

 

ｂ 法律の規定に基づく整理を行う場

合 

  当該再建計画が、整理計画として

債権者の合意又は裁判所の実行命令

を得ているものであることを証する

書面 

 

ｃ 私的整理に関するガイドライン研

究会による「私的整理に関するガイ

ドライン」に基づく整理を行う場合 

  当該再建計画が、当該ガイドライ

ンにしたがって成立したものである

ことについて債権者が記載した書面 

 

ｄ 産業再生機構による支援決定に基

づく事業の再生を行う場合 

  産業再生機構による当該発行会社

の債務に係る買取決定があったこと
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を証する書面 

(ﾛ) 規則第 29 条の４において読み替え

て適用する規則第11条第２項第８号た

だし書に規定する「１か年以内（ハに

掲げる事項を行う場合にあっては、当

該期間が産業再生機構による買取決定

を公表した日から３か年以内に開始す

る事業年度の末日以前に終了するとき

に限る。）に債務超過の状態でなくな

る」ための経営計画の前提となった重

要な事項等が、開示規則第５条第１項

第２号イ(33)に規定する公認会計士等

により検討されたものであることにつ

いて当該公認会計士等が記載した書面 
 

 

（不適当な合併等に係る登録取消基準の特例の

取扱い） 

第 16 条の３ 規則第 29条の５第１項の適用を

受ける登録銘柄の発行会社が発行する当該登

録銘柄についての規則第11条第２項第13 号

の取扱いは、次の各号によるものとする。 

 
 

（ 新   設 ） 

１ 規則第 29 条の５第１項において読み替え

て適用する規則第 11 条第２項第 13 号イに

規定する「本協会が定める行為」とは次に

掲げる行為をいうものとする。 

 

イ 非登録会社を完全子会社とする株式交

換 

 

ロ 分割による非登録会社からの営業の承

継 

 

ハ 非登録会社からの営業又は事業の譲受

け 

 

ニ 分割による他の者への営業の承継  

ホ 他の者への営業又は事業の譲渡  

ヘ 非登録会社との業務上の提携  

ト 第三者割当による新株の発行又は50名

に満たない者に対する新株の発行 

 

チ その他非登録会社の吸収合併又はイか

ら前トまでと同等の効果をもたらすと認

められる行為 

 

２ 次のイからニまでのいずれかに該当する

場合は、規則第 29 条の５第１項において読

み替えて適用する規則第 11 条第２項第 13

号に規定する「実質的な存続会社でないと

本協会が認めた場合」には該当しないもの

として取り扱う。 

 

イ 当該発行会社がその連結子会社との間

で吸収合併等（規則第５条第２項第２

号、第３号又は第４号に規定する行為を
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含む。以下このイにおいて同じ。）を行う

場合であって、当該連結子会社が、当該

吸収合併等を行うことについて当該発行

会社の業務執行を決定する機関が決定し

た日（以下この号において「行為決定

日」という。）からさかのぼって３年間に

おいて、非登録会社（連結子会社を除

く。以下この号において同じ。）との間の

合併、株式交換若しくは前号のロからト

までに掲げる行為若しくは非登録会社と

の共同による株式移転その他これらと同

等の効果をもたらすと認められる行為を

行っていないこと又は行うことについて

その業務執行を決定する機関が決定して

いないこと。 

ロ 当該発行会社が非登録会社の吸収合併

又は非登録会社を完全子会社とする株式

交換（非登録会社との間の規則第５条第

２項又は第３号に規定する行為を含む。）

その他これらと同等の効果をもたらすと

認められる行為を行う場合において、次

の(ｲ)から(ﾆ)までのいずれにも該当する

こと。 

 

(ｲ) 行為決定日からさかのぼって３年間

に当該非登録会社（その関係会社を含

む。）との間で合併、株式交換若しくは

前号ロからトまでに掲げる行為又は当

該非登録会社との共同による株式移転

その他これらと同等の効果をもたらす

と認められる行為を行っていないこと

又は行うことについてその業務執行を

決定する機関が決定していないこと。 

 

(ﾛ) 当該非登録会社を連結財務諸表提出

会社とする連結会社（以下この号にお

いて「非登録会社連結会社」という。）

に係る最近連結会計年度の末日におけ

る連結財務諸表における総資産額（当

該非登録会社が連結財務諸表提出会社

でない場合は、当該非登録会社の最近

事業年度の末日における総資産額）が

発行会社を連結財務諸表提出会社とす

る連結会社（以下このロ及び次のハに

おいて「連結会社」という。）に係る最

近連結会計年度の末日における連結財

務諸表における総資産額（発行会社が

連結財務諸表提出会社でない場合は、

発行会社の最近事業年度の末日におけ
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る総資産額）未満であること。 

(ﾊ) 非登録会社連結会社の最近連結会計

年度の売上高（当該非登録会社が連結

財務諸表提出会社でない場合は、当該

非登録会社の最近事業年度の売上高）

が連結会社の最近連結会計年度の売上

高（発行会社が連結財務諸表提出会社

でない場合は、当該発行会社の最近事

業年度の売上高）未満であること。 

 

(ﾆ) 非登録会社連結会社の最近連結会計

年度の連結経常利益金額（当該非登録

会社が連結財務諸表提出会社でない場

合は、当該非登録会社の最近事業年度

の経常利益金額）が連結会社の最近連

結会計年度の連結経常利益金額（発行

会社が連結財務諸表提出会社でない場

合は、発行会社の最近事業年度の経常

利益金額）未満であること。 

 

ハ 非登録会社から分割による営業の承継

又は非登録会社から営業若しくは事業の

譲受けその他これらと同等の効果をもた

らすと認められる行為を行う場合におい

て、次の(ｲ)から(ﾆ)までのいずれにも該

当すること。 

 

(ｲ) 行為決定日からさかのぼって３年間

に当該非登録会社（その関係会社を含

む。）との間で合併、株式交換若しくは

前号ロからトまでに掲げる行為又は当

該非登録会社との共同による株式移転

その他これらと同等の効果をもたらす

と認められる行為を行っていないこと

又は行うことについてその業務執行を

決定する機関が決定していないこと。 

 

(ﾛ) 営業の承継又は営業若しくは事業の

譲受けの対象となった資産の額が連結

会社に係る最近連結会計年度の末日に

おける連結財務諸表における総資産額

（発行会社が連結財務諸表提出会社で

ない場合は、発行会社の最近事業年度

の末日における総資産額）未満である

こと。 

 

(ﾊ) 営業の承継又は営業若しくは事業の

譲受けの対象となった部門等における

売上高に相当すると認められる額が連

結会社の最近連結会計年度の売上高

（発行会社が連結財務諸表提出会社で

ない場合は、発行会社の最近事業年度
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の売上高）未満であること。 

(ﾆ) 営業の承継又は営業若しくは事業の

譲受けの対象となった部門等における

経常利益金額に相当すると認められる

額が連結会社の最近連結会計年度の連

結経常利益金額（発行会社が連結財務

諸表提出会社でない場合は、発行会社

の最近事業年度の経常利益金額）未満

であること。 

 

ニ 分割による他の者への営業の承継（次

のホに規定する場合を除く。）、他の者へ

の営業又は事業の譲渡、非登録会社との

業務上の提携、第三者割当による新株の

発行又は50名に満たない者に対する新株

の発行その他これらと同等の効果をもた

らすと認められる行為を行う場合におい

て、行為決定日からさかのぼって３年間

に当該行為の当事者（その関係会社を含

む。）との間で合併、株式交換若しくは前

号ロからトまでに掲げる行為又は当該当

事者との共同による株式移転その他これ

らと同等の効果をもたらすと認められる

行為を行っていないこと又は行うことに

ついてその業務執行を決定する機関が決

定していないこと。 

 

ホ 当該発行会社が非登録会社との間にお

いて規則第５条第２項第４号に規定する

行為（吸収分割に限る。）を行う場合にお

いて、次の(ｲ)から(ﾆ)までのいずれにも

該当すること。 

 

(ｲ) 行為決定日からさかのぼって３年間

に当該非登録会社（その関係会社を含

む。）との間で合併、株式交換若しくは

前号ロからトまでに掲げる行為又は当

該非登録会社との共同による株式移転

その他これらと同等の効果をもたらす

と認められる行為を行っていないこと

又は行うことについてその業務執行を

決定する機関が決定していないこと。 

 

(ﾛ) 当該非登録会社を連結財務諸表提出

会社とする連結会社（以下このホにお

いて「非登録会社連結会社」という。）

に係る最近連結会計年度の末日におけ

る連結財務諸表における総資産額（当

該非登録会社が連結財務諸表提出会社

でない場合は、当該非登録会社の最近

事業年度の末日における総資産額）が
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当該発行会社からの営業の承継の対象

となった資産の額未満であること。 

(ﾊ) 非登録会社連結会社の最近連結会計

年度の売上高（当該非登録会社が連結

財務諸表提出会社でない場合は、当該

非登録会社の最近事業年度の売上高）

が当該発行会社からの営業の承継の対

象となった部門等における売上高に相

当すると認められる額未満であるこ

と。 

 

(ﾆ) 非登録会社連結会社の最近連結会計

年度の連結経常利益金額（当該非登録

会社が連結財務諸表提出会社でない場

合は、当該非登録会社の最近事業年度

の経常利益金額）が当該発行会社から

の営業の承継の対象となった部門等に

おける経常利益金額に相当すると認め

られる額未満であること。 

 

３ 前号に掲げる基準のいずれにも該当しな

い場合においては、規則第 29 条の５第１項

において読み替えて適用する規則第 11 条第

２項第 13 号に規定する「実質的に存続会社

でない」かどうかの審査は、当該発行会社

（ハ及びニを除き、その企業グループを含

む。）に関する次に掲げる事項を総合的に勘

案して行うものとする。 

 

イ 経営成績及び財政状態  

ロ 役員構成及び経営管理組織（事業所の

所在地を含む。） 

 

ハ 株主構成  

ニ 商号又は名称  

ホ その他当該行為により発行会社に大き

な影響を及ぼすと認められる事項 

 

４ 規則第 29 条の５第１項において読み替え

て適用する規則第 11 条第２項第 13 号イに

規定する「当事者である非登録会社として

本協会が認める者」は、非登録会社と合併

する場合における当該非登録会社又は非登

録会社の完全子会社となる場合若しくはこ

れに準ずる状態となる場合における当該非

登録会社をいう。 

 

５ 規則第 29 条の５第１項において読み替え

て適用する規則第 11 条第２項第 13 号ロに

規定する「当事者である非登録会社として

本協会が認める者」は、非登録会社と合併

する場合における当該非登録会社、非登録

会社の完全子会社となる場合若しくはこれ
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に準ずる状態となる場合における当該非登

録会社又は当該非登録会社と会社の分割を

行う場合における当該非登録会社をいう。 

６ 規則第 29 条の５において読み替えて適用

する規則第 11 条第２項第 13 号に規定する

「３か年以内」とは、発行会社が同号イ又

はロに掲げる場合に該当した日以後最初に

終了する事業年度の末日から３か年目の日

（当該日が当該発行会社の事業年度の末日

に当たらない場合は、当該日の直前に終了

する事業年度の末日）までの期間（以下こ

の条において「猶予期間」という。）をいう

ものとする。 

 

  
付    則 

 
 

この改正は、平成 15 年５月８日から施行す

る。 
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「登録銘柄の信用取引に関する細則」の一部改正について 
 

平成１５年４月２８日 
（ 下 線 部 分 変 更 ）  

新 旧 

  

（選定基準） 

第２条   （ 現行どおり ） 

（選定基準） 

第２条   （ 省   略 ） 

１ １ 
    （ 現行どおり ）     （ 省   略 ） 

６ ６ 

７ 登録銘柄の登録取消基準に該当するおそ

れがある銘柄以外の銘柄であること。この

場合において、登録規則第 11 条第２項第

11 号後段に定める期間内にある登録銘柄を

含むものとする。 

７ 登録銘柄の登録取消基準に該当するおそ

れがある銘柄以外の銘柄であること。 

８    （ 現行どおり ） ８    （ 省   略 ） 

９    （ 現行どおり ） ９    （ 省   略 ） 

２     （ 現行どおり ） ２     （ 省   略 ） 

３     （ 現行どおり ） ３     （ 省   略 ） 

  
  

付    則 
 

 

この改正は、平成 15 年５月８日から施行す

る。 
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「店頭売買有価証券の発行会社における会社情報の適時開示等に関する規則」（公正慣習規

則第１号の３）の一部改正について 

平成１５年４月２８日 
（ 下 線 部 分 変 更 ）  

新 旧 
  
（会社情報の開示） 

第 ５ 条   （ 現行どおり ） 
（会社情報の開示） 

第 ５ 条   （ 省   略 ） 
１     （ 現行どおり ） １     （ 省   略 ） 

２     （ 現行どおり ） ２     （ 省   略 ） 

イ    （ 現行どおり ） イ    （ 省   略 ） 

ロ    （ 現行どおり ） ロ    （ 省   略 ） 

(１) 

 }  （ 現行どおり ） 

(14) 

(１) 

 }  （ 省   略 ） 

(14) 

(15) 当該発行会社の発行する社債券に

係る期限の利益の喪失 

(15) 当該発行会社の発行する社債券に

係る期限の利益の喪失又は社債権者

集会の招集その他当該社債券に関す

る権利に係る重要な事実 

(16) 店頭転換社債型新株予約権付社債

に係る社債権者集会の招集その他店

頭転換社債型新株予約権付社債に関

する権利に係る重要な事実 

（ 新   設 ） 

(17) 

 } （ 現行どおり ） 

(20) 

(16) 

 } （ 省   略 ） 

(19) 

（ 削   る ） (20) 再建計画案（法律に基づかない整

理の開始について開示した場合にお

ける当該整理に係るものに限る。）に

ついて債権者の同意が得られないこ

ととなったこと。 

(21) 

 } （ 現行どおり ） 

(24) 

(21) 

 } （ 省   略 ） 

(24) 

ハ    （ 現行どおり ） ハ    （ 省   略 ） 

３     （ 現行どおり ） ３     （ 省   略 ） 

イ    （ 現行どおり ） イ    （ 省   略 ） 

ロ    （ 現行どおり ） ロ    （ 省   略 ） 

(１) 

 } （ 現行どおり ） 

(12) 

(１) 

 } （ 省   略 ） 

(12) 

（ 削   る ） (13) 再建計画案（法律に基づかない整

理の開始について開示した場合にお

ける当該整理に係るものに限る。）に

ついて債権者の同意が得られないこ

ととなったこと。 

ハ    （ 現行どおり ） ハ    （ 省   略 ） 
ニ    （ 現行どおり ） ニ    （ 省   略 ） 
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２ 
 }    （ 現行どおり ） 

６ 
 

２ 
 }    （ 省   略 ） 

６ 
 

（開示情報監視銘柄の指定及び指定解除） 

第 1 9  条   （ 現行どおり ） 
（開示情報監視銘柄の指定及び指定解除） 

第 1 9  条   （ 省   略 ） 
１ 会社情報の開示内容若しくは開示方法が

会社情報の開示に関する法令若しくは本規

則に違反している若しくは違反するおそれ

がある場合又は登録取消しの原因となるお

それがあると認められる場合（登録規則第

11 条第２項第 11 号に規定する開示を行っ

た場合を除く。） 

１ 会社情報の開示内容若しくは開示方法が

会社情報の開示に関する法令若しくは本規

則に違反している若しくは違反するおそれ

がある場合又は登録取消しの原因となるお

それがあると認められる場合 

２     （ 現行どおり ） ２    （ 省   略 ） 

３     （ 現行どおり ） ３    （ 省   略 ） 

４ 登録規則第11条第２項第11号後段に定め

る期間の最終日までに、同号後段に該当し

なくなったことが確認できない場合 

４ 法律に基づかない整理の開始について開

示した発行会社が、当該整理に係る再建計

画について債権者の同意を得られなかった

場合 
５ 登録規則第 29条の２に規定する被支援会

社である登録銘柄の発行会社（当該発行会

社の債務に係る買取決定（株式会社産業再

生機構法第25条第1項に規定する買取決定

をいう。以下この号において同じ。）が行わ

れているものを除く。）が登録規則第 29 条

の４において読み替えて適用する登録規則

第 11 条第２項第８号本文（かっこ書を除

く。）に該当する状態にある旨の発表等を行

った場合であって、当該発行会社が１か年

以内に債務超過の状態でなくなることを計

画しているとき（登録規則第 29 条の４にお

いて読み替えて適用する登録規則第11 条第

２項第８号本文に規定する「本協会が適当

と認める場合」に限る。この場合における

「本協会が適当と認める場合」に適合する

かどうかの審査は、「店頭売買有価証券の登

録等に関する規則」に関する細則（以下

「登録細則」という。）第 16 条の２におい

て読み替えて適用する登録細則第 12条第３

項第３号イの規定に基づき行うものとす

る。）で、かつ、株式会社産業再生機構によ

り当該発行会社の債務に係る買取決定が行

われるかどうかを確認できない場合 

（ 新   設 ） 

２     （ 現行どおり ） 

３     （ 現行どおり ） 
２     （ 省   略 ） 

３     （ 省   略 ） 
４ 本協会は、第１項第４号又は第５号に該当

し、開示情報監視銘柄に指定した銘柄につい

て、本協会が認めた場合、その指定の解除を

４ 本協会は、第１項第４号に該当し、開示情

報監視銘柄に指定した銘柄について、本協会

が認めた場合、その指定の解除を行うととも
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行うとともに、その旨及び解除の理由を公表

するものとする。 
 
 
 

に、その旨及び解除の理由を公表するものと

する。 
 
 
 

平成13年９月28日付則 平成13年９月28日付則 

１     （ 現行どおり ） １     （ 省   略 ） 

２ 改正後の第５条第１項第２号イ(５)及び

(６)の規定にかかわらず、商法等の一部を改

正する等の法律（平成 13 年法律第 79 号。以

下「商法等改正法」という。以下同じ。）の商

法等改正法附則の規定に基づき取得する自己

株式又は同規定に基づく自己株式の取得につ

いては、なお従前の例により取り扱うものと

する。 

２ 改正後の第５条第１項第２号イ(４)及び

(５)の規定にかかわらず、商法等の一部を改

正する等の法律（平成 13 年法律第 79 号。以

下「商法等改正法」という。以下同じ。）の商

法等改正法附則の規定に基づき取得する自己

株式又は同規定に基づく自己株式の取得につ

いては、なお従前の例により取り扱うものと

する。 
  
  

付    則  

  

この改正は、平成 15 年５月８日から施行す

る。 
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「『店頭売買有価証券の発行会社における会社情報の適時開示等に関する規則』に関する細

則」の一部改正について 

平成１５年４月２８日 
（ 下 線 部 分 変 更 ）  

新 旧 
  
（有価証券の見本及びその他の書類の提出の取

扱い） 

第 ７ 条   （ 現行どおり ） 

（有価証券の見本及びその他の書類の提出の取

扱い） 

第 ７ 条   （ 現行どおり ） 
１ 当該発行会社が作成する有価証券の様式

は、登録細則第４条第２項第９号によるも

のとする。 

１ 当該発行会社が作成する有価証券の様式

は、「店頭売買有価証券の登録等に関する

規則」に関する細則第４条第２項第９号に

よるものとする。 
２     （ 現行どおり ） ２     （ 省   略 ） 
３     （ 現行どおり ） ３     （ 省   略 ） 

２      （ 現行どおり ） ２      （ 省   略 ） 
３      （ 現行どおり ） ３      （ 省   略 ） 
  
（本協会による公衆の縦覧の取扱い） 
第 ８ 条   （ 現行どおり ） 

（本協会による公衆の縦覧の取扱い） 
第 ８ 条   （ 省   略 ） 

２ 規則第 16 条第２項に規定する「登録規則第

８条第１項の規定により登録しようとする株

券の発行会社に関する資料のうち公衆の縦覧

に供するものとして細則に定めるもの」と

は、登録細則別表５に掲げるものをいうもの

とする。 

２ 規則第 16 条第２項に規定する「登録規則第

８条第１項の規定により登録しようとする株

券の発行会社に関する資料のうち公衆の縦覧

に供するものとして細則に定めるもの」とは、

「店頭売買有価証券の登録等に関する規則」

に関する細則別表５に掲げるものをいうもの

とする。 
 

  
  

付    則  

  

この改正は、平成 15 年５月８日から施行す

る。 
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｢『店頭売買有価証券の登録等に関する規則』（公正慣習規則第１号）等の規則の取扱いにつ

いて｣の一部改正について 
平成１５年４月２８日 

（ 下 線 部 分 変 更 ）  

新 旧 

  

３ 「店頭売買有価証券の発行会社における会社

情報の適時開示等に関する規則」（公正慣習規

則第１号の３）関係 
(１)  

  }   （ 現行どおり ） 

(３)  
(４) 開示細則第８条第１項第１号イ、ハ及び

ニに規定する書類について、登録銘柄の申

請会員は、登録細則第３条第１項第３号及

び第４号に掲げる事項が明瞭に記載されて

いることを確認するものとする。 

３ 「店頭売買有価証券の発行会社における会社

情報の適時開示等に関する規則」（公正慣習規

則第１号の３）関係 
(１)  

  }   （ 省   略 ） 

(３)  
(４) 開示細則第４条第１号イ、ハ及びニに規

定する書類について、登録銘柄の申請会員

は、登録細則第３条第１項第３号及び第４

号に掲げる事項が明瞭に記載されているこ

とを確認するものとする。 
  
（別添３） 

会社の分割により承継される営業に係る財務計

算に関する書類に対する意見表明に係る基準 

 

本協会は、登録申請会社が登録細則第４条第

２項第７号に規定する会社の分割により承継さ

れる営業に係る財務計算に関する書類に一定の

信頼性を付与することを目的として、公認会計

士又は監査法人が当該書類について一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠した監査に

よる意見表明の場合に比して限定的な保証を与

えるための意見表明に係る基準を次のとおり定

める。 

１．実施者 

この基準による意見表明及びそれに要する

手続（以下「意見表明等」という。）は、登録

申請会社及び承継される営業を分割した会社

（以下「分割会社」という。）との間に公認会

計士法に定める利害関係を有しない独立した

公認会計士又は監査法人（以下この基準にお

いて「公認会計士等」という。）が実施するも

のとする。 

２．対象となる部門財務情報 

意見表明等の対象となる部門財務情報は、

本協会が定める「部門財務情報の作成基準」

に従って作成された会社の分割により承継さ

れる営業に係る財務計算に関する書類及び継

続開示会社の分割により承継される営業に関

する財務計算に関する書類とする。 

３．目的 

公認会計士等は、対象となる部門財務情報

が、「部門財務情報の作成基準」に従って作成

及び開示されているか否かについて、一般に

公正妥当と認められる監査の基準に準拠した

 （ 新   設 ） 
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監査の場合に比して限定的な保証を与えるこ

とを目的として意見表明等を実施する。 

４．意見表明に要する手続 

公認会計士等は、意見表明の手続として、

主として以下に掲げる質問又は分析的手続を

実施する。 

(１) 分割会社の業務及び当該分割会社が属

している業界の状況についての質問 

(２) 部門財務情報を作成するために採用し

ている会計処理の原則及び手続の内容、

これらの変更の有無に関する質問 

(３) 資産・負債及び部門共通損益の当該承

継対象部門への配賦方法についての質問 

(４) 内部取引を分類、集計する方法及び当

該承継対象部門における内部取引の計上

基準についての質問 

(５) 会計取引を記録し、これを分類、集計

する方法についての質問 

(６) 財務データ相互間又は財務以外のデー

タと財務データ間に存在する関係を利用

して推定値を算出し、推定値と財務計算

を比較することによって財務計算を検討

する分析的手続 

(７) 株主総会及び取締役会等の議事録並び

に重要な決裁文書の閲覧 

(８) 重要な後発事象又は偶発事象等の発生

の有無に関する質問 

(９) 対象とした部門財務情報についての経

営者による確認書の入手 

５．報告書の記載事項 

公認会計士等は、部門財務情報に対する意

見表明のための報告書(以下「報告書」とい

う。)に、以下に掲げる事項を記載しなければ

ならない。 

(１) 対象とした部門財務情報の範囲 

(２) 意見表明のための手続が本基準に準拠

して実施された旨 

(３) 実施した意見表明手続の種類及びこれ

が一般に公正妥当と認められる監査の基

準に準拠した監査に当たって採用される

監査手続よりも限定されたものである旨 

(４) 意見表明手続が部門財務情報に対して

付与する保証が、一般に公正妥当と認め

られる監査の基準に準拠した監査の場合

に比較して限定的なものである旨 

(５) 報告書が、部門財務情報に対して、一

般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査意見を述べる

ものではない旨 

(６) 意見表明手続を実施した結果、部門財

務情報が、部門財務情報作成基準に準拠
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していないと認められる重要な事項が発

見されたかどうかに関する結論(重要な手

続が実施されなかったことにより、結論

の表明を行うことができない場合にあっ

ては、結論の表明を差し控える旨及びそ

の理由) 

(７) 登録申請会社及び分割会社と公認会計

士等との間に公認会計士法に定める利害

関係がない旨 

 

 
 

（別添４） 

譲受又は譲渡の対象となる部門に係る財務計算

に関する書類に対する意見表明に係る基準 

 

本協会は、登録申請会社が登録細則第４条第

２項第７号に規定する譲受又は譲渡の対象とな

る部門に係る財務計算に関する書類に一定の信

頼性を付与することを目的として、公認会計士

又は監査法人が当該書類について一般に公正妥

当と認められる監査の基準に準拠した監査によ

る意見表明の場合に比して限定的な保証を与え

るための意見表明に係る基準を次のとおり定め

る。 

１．実施者 

 この基準による意見表明及びそれに要する

手続(以下「意見表明等」という。)は、登録

申請会社及び営業譲渡会社又は営業譲受会社

(以下営業譲渡会社及び営業譲受会社を「営業

譲渡会社等」という。)との間に公認会計士法

に定める利害関係を有しない独立した公認会

計士又は監査法人(以下この基準において「公

認会計士等」という。)が実施するものとす

る。 

２．対象となる部門財務情報 

意見表明等の対象となる部門財務情報は、

本協会が定める「部門財務情報の作成基準」

に従って作成された譲受又は譲渡の対象とな

る部門に係る財務計算に関する書類とする。 

３．目的 

公認会計士等は、対象となる部門財務情報

が、「部門財務情報の作成基準」に従って作成

及び開示されているか否かについて、一般に

公正妥当と認められる監査の基準に準拠した

監査の場合に比して限定的な保証を与えるこ

とを目的として意見表明等を実施する。 

４．意見表明に要する手続 

公認会計士等は、意見表明の手続として、

主として以下に掲げる質問又は分析的手続を

実施する。 

 （ 新   設 ） 
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(１) 営業譲渡会社等の業務及び当該営業譲

渡会社等が属している業界の状況につい

ての質問 

(２) 部門財務情報を作成するために採用し

ている会計処理の原則及び手続の内容、

これらの変更の有無に関する質問 

(３) 資産・負債及び部門共通損益の当該営

業譲渡等部門への配賦方法についての質

問 

(４) 内部取引を分類、集計する方法及び当

該営業譲渡等部門における内部取引の計

上基準についての質問 

(５) 会計取引を記録し、これを分類、集計

する方法についての質問 

(６) 財務データ相互間又は財務以外のデー

タと財務データ間に存在する関係を利用

して推定値を算出し、推定値と財務計算

を比較することによって財務計算を検討

する分析的手続 

(７) 株主総会及び取締役会等の議事録並び

に重要な決裁文書の閲覧 

(８) 重要な後発事象又は偶発事象等の発生

の有無に関する質問 

(９) 対象とした部門財務情報についての経

営者による確認書の入手 

５．報告書の記載事項 

公認会計士等は、部門財務情報に対する意

見表明のための報告書(以下「報告書」とい

う。)に、以下に掲げる事項を記載しなければ

ならない。 

(１) 対象とした部門財務情報の範囲 

(２) 意見表明のための手続が本基準に準拠

して実施された旨 

(３) 実施した意見表明手続の種類及びこれ

が一般に公正妥当と認められる監査の基

準に準拠した監査に当たって採用される

監査手続よりも限定されたものである旨 

(４) 意見表明手続が部門財務情報に対して

付与する保証が、一般に公正妥当と認め

られる監査の基準に準拠した監査の場合

に比較して限定的なものである旨 

(５) 報告書が、部門財務情報に対して、一

般に公正妥当と認められる監査の基準に

準拠した監査に基づく監査意見を述べる

ものではない旨 

(６) 意見表明手続を実施した結果、部門財

務情報が、部門財務情報作成基準に準拠

していないと認められる重要な事項が発

見されたかどうかに関する結論(重要な手

続が実施されなかったことにより、結論

の表明を行うことができない場合にあっ
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ては、結論の表明を差し控える旨及びそ

の理由) 

(７) 登録申請会社及び営業譲渡会社等と公

認会計士等との間に公認会計士法に定め

る利害関係がない旨 
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部門財務情報の作成基準 

１．前文 

 本基準は、「『登録申請会社が店頭売買有価証券の登録等に関する規則』に関する

細則」（以下「登録細則」という。）第４条第２項第７号の規定により提出する会社の

分割により承継される営業に関する財務計算に関する書類及び譲受又は譲渡の対象と

なる部門に係る財務計算に関する書類（以下、「部門財務情報」という。）の作成方法

を定めるものである。 

 

２．分割等によって承継される営業に係る財務計算に関する書類等の種類 

 登録申請会社が提出する部門財務情報は、以下のとおりとする。 

（１）登録細則第４条第２項第７号に規定する会社の分割によって承継される営業に係

る財務計算に関する書類 

継続開示会社から承継する部門に係る部門連結貸借対照表及び部門連結損益計算

書（以下、「部門連結財務情報」という。） 

なお、承継する部門が子会社株式を有していない等、部門連結財務情報を作成す

べきでない場合には、部門貸借対照表及び部門損益計算書（以下、「部門個別財務

情報」という。） 

（２）登録細則第４条第２項第７号に規定する譲受又は譲渡の対象となる部門に係る財

務計算に関する書類 

部門個別財務情報 

なお、当該規定に基づく部門個別財務情報の作成にあたっては、以下の本基準中

「分割会社」とあるのは「営業譲渡会社」又は「営業譲受会社」と、「承継対象部

門」とあるのは「譲渡対象部門」又は「譲受対象部門」と読み替えるものとする。 

 

３．部門連結財務情報及び部門個別財務情報の作成基準 

 部門連結財務情報及び部門財務情報は、日本国において一般に公正妥当と認められ

る企業会計の基準に準じて作成しなければならない。部門財務情報の様式及び作成上

の留意事項については以下に定めるとおりとする。 

 

 （ 新   設 ） 
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４．部門連結財務情報及び部門個別財務情報の様式 

部門連結財務情報及び部門個別財務情報は、それぞれ以下の様式により作成する。 

表示科目については、中間連結財務諸表規則又は中間財務諸表規則に準じて適切に区

分するものとする。 

（１）部門連結財務情報 

                部門連結貸借対照表 

                平成×年×月×日 

科  目 金  額 科  目 金  額 

＜承継対象部門資産＞  ＜承継対象部門負債＞  

資産の部  負債の部  

Ⅰ流動資産  Ⅰ流動負債  

 現金及び預金   支払手形及び買掛金  

 受取手形及び売掛金   短期借入金  

 有価証券   引当金  

 たな卸資産   その他  

 その他    流動負債合計  

  流動資産合計    

Ⅱ固定資産  Ⅱ固定負債  

 有形固定資産   社債及び新株予約権付社債  

 無形固定資産   長期借入金  

  連結調整勘定   引当金  

  その他   連結調整勘定  

 投資その他の資産   その他  

  固定資産合計    固定負債合計  

Ⅲ繰延資産  負債合計  

  少数株主持分  

  承継対象部門純資産  

資産合計  負債・少数株主持分及び  
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計 

 

               部門連結損益計算書 

         自 平成×年×月×日 至 平成×年×月×日 

科  目 金  額 

Ⅰ売上高  

Ⅱ売上原価  

  売上総利益  

Ⅳ販売費及び一般管理費  

  営業利益  

Ⅵ営業外収益  

Ⅶ営業外費用  

  経常利益  

Ⅸ特別利益  

Ⅹ特別損失  

  税金等調整前当期純利益  

  税金費用  

  少数株主利益  

  当期純利益  

 

（２）部門個別財務情報 

                 部門個別貸借対照表 

                 平成×年×月×日 

科  目 金  額 科  目 金  額 

＜承継対象部門資産＞  ＜承継対象部門負債＞  

資産の部  負債の部  

Ⅰ流動資産  Ⅰ流動負債  

 現金及び預金   支払手形及び買掛金  

 受取手形及び売掛   短期借入金  
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 たな卸資産   引当金  

 その他   その他  

  流動資産合計    流動負債合計  

Ⅱ固定資産  Ⅱ固定負債  

 有形固定資産  社債及び新株予約権付社債  

 無形固定資産   長期借入金  

 投資その他の資産   引当金  

  固定資産合計   その他  

Ⅲ繰延資産    固定負債合計  

  負債合計  

  承継対象部門純資産  

資産合計  負債・承継対象部門純

資産合計 

 

 

             部門個別損益計算書 

         自 平成×年×月×日 至 平成×年×月×日 

科  目 金  額 

Ⅰ売上高  

Ⅱ売上原価  

  売上総利益  

Ⅲ販売費及び一般管理費  

  営業利益  

Ⅳ営業外収益  

Ⅴ営業外費用  

  経常利益  

Ⅵ特別利益  

Ⅶ特別損失  

  税引前当期純利益  
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  税金費用  

  当期純利益  

 

５．部門財務情報の作成に関する留意事項 

（１）部門連結財務情報の作成に関する留意事項 

① 部門連結財務情報の性格に関する注記 

 部門連結財務情報は、承継対象部門の財政状態及び経営成績を表示するために、日

本証券業協会の定める規則に準拠して作成されたものであり、法的に独立した企業の

連結財務諸表とは異なる旨を、注記事項の冒頭に記載する。 

 

② 部門連結財務情報作成のための基本となる重要な事項の注記 

 部門連結財務情報作成のための基本となる重要な事項として、中間連結財務諸表規

則第 10 条に準じて以下の事項を注記する。 

ａ 連結の範囲に関する事項 

ｂ 持分法の適用に関する事項 

ｃ 連結子会社の決算日等に関する事項 

ｄ 重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ・有価証券の評価基準及び評価方法 

  ・たな卸資産の評価基準及び評価方法 

ｅ 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

  ・有形固定資産の減価償却の方法 

  ・無形固定資産の減価償却の方法 

  ・長期前払費用の償却の方法 

ｆ 重要な引当金の計上基準 

  ・貸倒引当金の計上基準 

  ・退職給付引当金の計上基準 

  ・その他重要な引当金の計上基準 

ｇ 部門財務情報作成に当たって採用した重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への

換算基準 

ｈ 重要なリース取引の処理方法 
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ｉ 重要なヘッジ会計の方法 

 

③ 部門共通資産及び負債の処理方法 

ａ 部門共通資産及び負債の意義 

 部門共通資産及び負債とは、分割会社の資産及び負債のうち、分割会社の特定の部

門に帰属させることができない資産及び負債をいう。 

ｂ 部門共通資産及び負債の配賦 

 部門共通資産及び負債は、合理的な基準によって承継対象部門に配賦し、配賦した

金額を部門連結貸借対照表上の該当する資産科目に含めて計上する。部門共通資産及

び負債の配賦額は、主要な項目ごとにその金額を注記する。 

 採用した配賦基準については、主要な配賦対象資産及び負債の項目ごとにその内容

を注記する。配賦基準については、例えば、会計制度委員会報告第１号「セグメント

情報の開示に関する会計手法（平成７年４月１日・日本公認会計士協会）」に例示さ

れている方法を参考として決定することができる。 

ｃ 配賦しなかった共通資産及び負債の内容及びその理由 

 合理的な配賦基準が決定できない場合には、部門共通資産及び負債を配賦すること

によって部門貸借対照表が承継対象部門の財政状態を適正に反映しないこととなるの

で、部門共通資産及び負債を配賦しないこととする。この場合には、配賦しなかった

部門共通資産及び負債の内容、金額及び合理的な配賦基準が決定できなかったために

部門共通資産及び負債を配賦しなかった旨を記載する。 

 

④ 部門共通損益の処理方法 

ａ 部門共通損益 

  分割会社の損益のうち、分割会社の特定の部門に直課できない損益を部門共通損益

という。 

ｂ 部門共通損益の配賦 

  部門共通損益は、合理的な基準によって承継対象部門に配賦し、部門連結損益計算

書の該当する損益科目に含めて計上する。部門共通損益の配賦額は、主要な科目ごと

にその金額を注記する。 

  採用した配賦基準については、主要な配賦対象損益項目ごとにその内容を注記す
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る。 

  配賦基準については、例えば、会計制度委員会報告第 1 号「セグメント情報の開示

に関する会計手法（平成７年４月１日・日本公認会計士協会）」に例示されている方法

を参考として決定することができる。 

ｃ 配賦しなかった共通損益の内容及びその理由 

  合理的な配賦基準が決定できない場合には、部門共通損益を配賦することによって

部門損益計算書が承継対象部門の経営成績を適正に反映しないこととなるので、部門

共通損益を配賦しないこととする。 

  この場合には、配賦しなかった部門共通損益の内容、金額及び合理的な配賦基準が

決定できなかったために部門共通損益を配賦しなかった旨を記載する。 

 

⑤ 所得を課税標準とする税金費用の処理方法 

  法人税、住民税及び事業税（所得を課税標準としないものを除く）等の所得を課税

標準とする税金費用は、分割会社の法定実効税率を税金等調整前当期純利益に乗じて

算定した金額を計上し、法定実効税率を税金等調整前当期純利益に乗じて算定してい

る旨及び法定実効税率を注記する。 

 

⑥ 有利子負債に係る支払利息の処理方法 

  有利子負債に係る支払利息については、承継対象部門が負担すべき金額を合理的な

方法によって算定して計上し、当該算定方法を注記する。 

 

 

⑦ 内部取引の概要 

  内部取引とは、承継対象部門と分割会社内の他の部門との間の取引をいう。部門連

結財務情報に含まれている重要な内部取引について、以下の事項を注記する。 

 ａ 内部取引の内容 

 ｂ 取引価格の決定方法等の取引条件 

 ｃ 開示対象事業年度における取引金額及び当該取引から発生した債権債務の期末残

高 

 



－38－ 

新 旧 
⑧ 重要な後発事象の注記 

部門連結貸借対照表日後、承継対象部門の翌事業年度以降の財政状態及び経営成績

に重要な影響を及ぼす事象が発生したときは、当該事象を注記しなければならない。 

 

⑨ 追加情報の注記 

  この基準において特に定める注記のほか、投資者が承継対象部門の財政及び経営の

状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項があるときは、当該事項

を注記しなければならない。 

 

（２）部門個別財務情報の作成に関する留意事項 

  部門個別財務情報の作成にあたっては、上記（１）②ａ、ｂ、ｃに定める部門連結

財務情報作成上の固有の事項を除いて、上記（１）部門連結財務情報の作成に関する

留意事項に従うものとする。 
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別 表  

 
第Ⅰ部 適時開示に係る提出書類（開示規則第 12 条第１項第１号及び第２項に規定する

提出書類） 

別 表  

 
第Ⅰ部 適時開示に係る提出書類（開示規則第 12 条第１項第１号及び第２項に規定する

提出書類） 

  
〔２〕業務等に関する重要事実に基づく情報 

 

〔２〕業務等に関する重要事実に基づく情報 

 
Ⅱ．発生事実に関する情報 Ⅱ．発生事実に関する情報 
１． 

 }                 （ 現行どおり ） 

12． 

１． 

 }                 （ 省   略 ） 

12． 
  

13．債務免除等の金融支援（開示規則第５条第１項第２号ロ(13)） 

提出書類 提出時期 提出部数 

・債務免除等の金融支援に関する通知書 

・最近事業年度の末日における債務の総額、債務の免除の額又は債

務の引受若しくは弁済の額及び当該債務の総額に対する債務の免

除の額又は債務の引受若しくは弁済の額の割合を記載した合意に

関する書面(開示規則第５条第１項第２号ロ(13)に規定する債権者

による債務の免除又は第三者による債務の引受若しくは弁済に関

する合意が当該債権者又は第三者となされた場合に限る。) 

事由発生後直ちに 

合意後直ちに 

１部  

１ 

－ 

13．債務免除等の金融支援（開示規則第５条第１項第２号ロ(13)） 

提出書類 提出時期 提出部数 

・債務免除等の金融支援に関する通知書 

（ 新   設 ） 

 

 

 

 

 

事由発生後直ちに 

（ 新   設 ） 

１部  

（新設） 

－ 

14．                 （ 現行どおり ） 14．                 （ 省   略 ） 

  

15．社債の期限の利益の喪失（開示規則第５条第１項第２号ロ(15)） 

提出書類 提出時期 提出部数 

・社債の期限の利益の喪失に関する通知書 

 

・社債の期限の利益の喪失に関する通知書(写)及びその理由書 

（ 削   る ） 

事由発生後直ちに 

 

受理後直ちに 

（ 削   る ） 

１部  

 

１ 

（削る） 

15．社債の期限の利益の喪失等（開示規則第５条第１項第２号ロ(15)） 

提出書類 提出時期 提出部数 

・社債の期限の利益の喪失又は社債権者集会の招集等に関する通知

書 

・社債の期限の利益の喪失に関する通知書(写)及びその理由書 

・社債権者集会招集通知書(写) 

事由発生後直ちに 

 

受理後直ちに 

  〃 

１部  

 

１ 

１ 
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（ 削   る ） 

・店頭転換社債型新株予約権付社債登録取消申請書・同意書(当該

社債が店頭転換社債型新株予約権付社債である場合に限る。) 

（ 削   る ） 

事由発生後直ちに 

（削る） 

１ 

－ 

・社債権者集会決議通知書(写) 

・店頭転換社債型新株予約権付社債登録取消申請書・同意書(当該

社債が店頭転換社債型新株予約権付社債である場合に限る。) 

取締役会決議後直ちに 

事由発生後直ちに 

１ 

１ 

－ 

16．店頭転換社債型新株予約権付社債に係る社債権者集会の招集等（開示規則第５条第１項第２号ロ(16)） 

提出書類 提出時期 提出部数 

・社債権者集会の招集等に関する通知書 

・社債権者集会招集通知書(写) 

・社債権者集会決議通知書(写) 

事由発生後直ちに 

受理後直ちに 

  〃 

１部  

１ 

１ 

－ 

（ 新   設 ） 

17．公認会計士等の異動（開示規則第５条第１項第２号ロ(17)） 

（ 現行どおり ） 

－ 

16．公認会計士等の異動（開示規則第５条第１項第２号ロ(16)） 

（ 省   略 ） 

－ 
18．有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延（開示規則第５条第１項第２号ロ(18)） 

（ 現行どおり ） 

－ 

17．有価証券報告書又は半期報告書の提出遅延（開示規則第５条第１項第２号ロ(17)） 

（ 省   略 ） 

－ 
19．商法上の監査報告書における監査役による不適法意見（開示規則第５条第１項第２号ロ(19)） 

（ 現行どおり ） 

－ 

18．商法上の監査報告書における監査役による不適法意見（開示規則第５条第１項第２号ロ(18)） 

（ 省   略 ） 

－ 
20．商法上の監査報告書における会計監査人による不適法意見（開示規則第５条第１項第２号ロ(20)） 

（ 現行どおり ） 

－ 

19．商法上の監査報告書における会計監査人による不適法意見（開示規則第５条第１項第２号ロ(19)） 

（ 省   略 ） 

－ 
（ 削   る ） 20．再建計画案の非同意（「再建計画案（法律に基づかない整理の開始について開示した場合における当該

整理に係るものに限る。）について債権者の同意が得られないこととなったこと」）（開示規則第５条第１

項第２号ロ(20)） 

提出書類 提出時期 提出部数 

・再建計画の非同意に関する通知書 事由発生後直ちに １部  

－ 
21． 

 }                 （ 現行どおり ） 

24． 

21． 

 }                 （ 省   略 ） 

24． 
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Ⅱ．子会社の発生事実に関する情報 Ⅱ．子会社の発生事実に関する情報 
１． 

 }                 （ 現行どおり ） 

12． 

１． 

 }                 （ 省   略 ） 

12． 
  

（ 削   る ） 13．子会社に係る再建計画案の非同意（「再建計画案（法律に基づかない整理の開始について開示した場合

における当該整理に係るものに限る。）について債権者の同意が得られないこととなったこと」）（開示規

則第５条第１項第３号ロ(13)） 

提出書類 提出時期 提出部数 

・再建計画の非同意に関する通知書 事由発生後直ちに １部  

－ 
  

  

付   則  
  
  この改正は、平成 15 年５月８日から施行する。  

  

 
 


